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児
童
虐
待
の
現
状

問
コ
ロ
ナ
禍
の
昨
今
、
児

童
へ
の
虐
待
な
ど
の
ニ
ュ

ー
ス
が
多
い
が
、
本
町
で

の
現
状
は
。

答
要
保
護
児
童
対
策
地
域

協
議
会
で
、
虐
待
を
受
け

た
子
ど
も
に
関
す
る
情
報

交
換
や
支
援
内
容
に
関
す

る
協
議
を
行
っ
て
い
る
。

　

こ
こ
数
年
は
、
年
２
件

程
度
案
件
が
あ
り
各
会
議

を
開
催
し
て
い
る
。

問
今
ま
で
、
親
か
ら
引
き

離
す
よ
う
な
、
大
き
く
問

題
に
な
っ
た
事
例
は
。

答
そ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
は

今
の
と
こ
ろ
な
く
、
何
回

か
の
実
務
者
会
議
を
行
う

こ
と
で
改
善
さ
れ
、
管
理

か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
。

高
齢
者
の
現
状

問
高
齢
者
へ
の
虐
待
は
。

答
こ
こ
10
年
以
上
専
門
部

会
は
開
催
し
て
い
な
い
が
、

疑
わ
れ
る
案
件
の
対
応
や

支
援
内
容
な
ど
に
つ
い
て

は
協
議
・
検
討
し
て
い
る
。

問
一
人
暮
ら
し
の
方
が
孤

独
死
と
な
ら
な
い
よ
う
な

対
策
は
。

答
地
域
で
の
見
守
り
活

動
や
民
生
委
員
、
地
域
担

当
職
員
、
社
会
福
祉
協
議

会
で
の
訪
問
活
動
な
ど
に

よ
る
安
否
確
認
や
、
緊
急

通
報
装
置
の
貸
与
な
ど
の

サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
い
る
。

問
高
齢
者
か
ら
の
一
方
的

な
通
報
だ
け
で
は
な
く
、

行
政
か
ら
の
情
報
提
供
な

ど
も
で
き
る
新
た
な
取
り

組
み
の
考
え
は
。

答
必
要
と
考
え
て
お
り
、

今
後
検
討
し
て
い
く
。
現

在
は
、
緊
急
通
報
装
置
の

委
託
業
者
か
ら
設
置
者
へ

健
康
相
談
な
ど
を
行
っ
て

お
り
、
好
評
を
得
て
い
る
。

問
高
齢
者
の
見
守
り
を
地

域
お
こ
し
協
力
隊
の
仕
事

と
し
て
み
て
は
。

答
今
年
度
は
、
移
住
定
住

で
募
集
し
て
い
る
が
、
来

年
度
以
降
ニ
ー
ズ
を
見
な

が
ら
検
討
し
て
い
く
。

空
き
家
の
現
状

問
所
有
者
不
明
や
老
朽
化

で
危
険
な
住
宅
の
把
握
は
。

答
各
町
内
会
、
実
践
会
の

協
力
を
得
な
が
ら
調
査
を

行
い
、
把
握
し
て
い
く
。

問
今
後
の
対
策
は
。

答
空
き
家
は
個
人
の
財
産

で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、

空
き
家
バ
ン
ク
制
度
の
継

続
に
加
え
、
国
の
補
助
金

を
活
用
し
た
解
体
に
対
す

る
助
成
な
ど
も
検
討
す
る
。

問
解
体
の
助
成
と
は
。

答
廃
屋
状
態
で
も
壊
せ
な

い
方
へ
手
助
け
を
行
う
た

め
、
解
体
除
去
す
る
補
助

金
制
度
を
来
年
度
の
政
策

と
し
て
や
っ
て
い
く
。

問
空
き
家
バ
ン
ク
制
度
は
、

素
晴
ら
し
い
事
業
だ
と
思

う
が
、
若
者
に
は
、
訓
子

府
に
住
み
た
い
が
建
て
ら

れ
な
い
、
買
え
な
い
、
借

り
た
く
て
も
家
が
な
い
な

ど
の
声
が
あ
る
。
古
い
住

宅
を
町
が
買
い
上
げ
て
、

民
間
の
力
を
借
り
る
な
ど

改
装
・
利
活
用
を
行
い
、

町
営
の
住
宅
と
し
て
貸
し

出
す
な
ど
の
考
え
は
。

答
空
き
家
の
総
合
対
策
の

中
で
活
用
も
検
討
が
必
要

で
あ
る
。
空
き
家
バ
ン
ク

も
あ
る
が
、
新
し
い
こ
と

も
考
え
て
い
く
必
要
が
あ

り
、
今
の
町
営
住
宅
の
ニ

ー
ズ
を
10
年
間
の
計
画
で

具
体
化
し
検
討
し
て
い
く
。

問

町長

老朽化した空き家住宅の対策は
解体除去の補助金制度を来年度に

谷
たにぐち

口　武
たけひこ

彦 議員

そろそろ「こたつ」から
出られなくなる
季節ですね～🍁

危険な住宅の解体除去に
補助金制度が！

(令和４年度の予定)

虐待だと思ったら
すぐに電話を

安心して暮らせる
まちづくりを

こちらから谷口議員の一般質問を視聴できます 10
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